
鹿屋市公共広場管理事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の健康の保持増進のため、スポーツ、レクリエーション

及び憩いの場の用に供することを目的に公共広場を維持管理する町内会等に対し、

予算の範囲内において鹿屋市公共広場管理事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することを目的とし、その交付については、鹿屋市補助金等交付規則（平

成18年鹿屋市規則第73号）及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 町内会等 町内会、自治会及び商店街をいう。 

(2) 公共広場 スポーツ又はレクリエーション活動等に供する広場で、次のいず

れかに該当するものをいう。 

ア 国、鹿児島県又は鹿屋市が所有する土地 

イ 町内会等が所有又は借用している土地で、面積が1,000平方メートル以上で

あるもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、本市から指定管理者の指定又は管理委託

を受けていない公共広場の管理（除草伐採及び清掃を行うことをいう。以下同じ。）

をしている町内会等とする。 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、公共広場の管理に係る事業とし、補助

金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、町内会等が実

施する公共広場の除草伐採及び清掃に要する経費（以下「維持管理経費」という。）

とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額以内とし、公共広場の面積を500平方メー

トルで除して得た数（その数に小数点以下の端数があるときは、当該端数を切り

上げる。）に5,000円を乗じて得た額を限度とする。 

２ 補助金の交付は、同一の公共広場に対し、毎年度１回限りとする。 



（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請人」という。）は、鹿屋市

公共広場管理事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

(1) 公共広場の位置図 

(2) 町内会等の予算書 

(3) 維持管理経費を支出したことが分かる書類 

(4) 事業の実施状況が分かる写真 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第７条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、又は必要に応じ

て現地確認検査等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、

補助金の交付の決定及び額の確定を行い、その旨を鹿屋市公共広場管理事業補助

金交付決定及び交付確定通知書（別記第２号様式）により申請人に通知するもの

とする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは、請求書（別記

第３号様式）に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の返還等） 

第９条 市長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反し、又は不正の手段に

より補助金を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還

させることができる。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



別記 

第１号様式（第６条関係） 

 

                             年  月  日 

 

 鹿屋市長       様 

 

                   申請人 

住   所            

町内会等名            

代表者氏名            

電 話 番 号            

 

鹿屋市公共広場管理事業補助金交付申請書 

 

鹿屋市公共広場管理事業補助金の交付を受けたいので、鹿屋市公共広場管理事業

補助金交付要綱第６条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額          円 

 

２ 管理する公共広場の概要等 

施 設 名  所 在 地  

面 積        ㎡ 使 用 目 的  

作 業 実 施 日     年  月  日 
作 業 内 容 

 

作業従事者数        人 

 

３ 添付書類 

(1) 公共広場の位置図 

(2) 町内会等の予算書 

(3) 維持管理経費を支出したことが分かる書類 

(4) 事業の実施状況が分かる写真 

(5) その他市長が必要と認める書類 
 



第２号様式（第７条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

       様 

 

                        鹿屋市長       印 

 

鹿屋市公共広場管理事業補助金交付決定及び交付確定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった鹿屋市公共広場管理事業補助金につ

いては、鹿屋市公共広場管理事業補助金交付要綱第７条の規定により下記のとおり

交付することに決定し、交付額は交付決定額と同額に確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額          円 

 

２ 交付確定額          円 

 

３ 交付決定に付した条件 

鹿屋市公共広場管理事業補助金交付要綱に違反し、又は不正の手段により補助

金を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるこ

とがある。 

 



第３号様式（第８条関係） 

請     求     書 

  

金          円 

 

ただし、    年  月  日付け  第  号の鹿屋市公共広場管理事

業補助金交付決定及び交付確定通知書に基づく鹿屋市公共広場等管理事業補助

金 

 

上記のとおり請求します。 

 

    年  月  日 

 

申請人 

住   所            

町内会等名            

代表者氏名         印 

 

鹿屋市長       様 

 

金融機関名 銀行・信金・信組・農協・漁協・労金 

支 店 名 本店・支店・支所・代理店・出張所 

口 座 区 分 １ 普通  ２ 当座  ３ その他（     ） 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  
 

 


